
相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談（弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13：00～17：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

女性相談 第 2・4 金曜 11：00～15：30 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

①10：00～13：00
②13：00～16：00

ふじみの国際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課（内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10：00～16：00 役場 2 階内職相談室 内職相談室（内線 292）

消費生活相談 ①毎週火 ･ 金曜
②毎週月・水・木曜 10：00～16：00 ①役場 2 階消費生活相談室

②観光産業課
①消費生活相談室（内線 292）
②観光産業課（内線 214）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター

第 1 保育所☎ 258-0512
第 2 保育所☎ 258-6858
第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

こども家庭何でも相談 毎週月～金曜 9：00～17：00 役場 1 階こども支援課 こども支援課☎ 258-0055

教育相談 毎週月～金曜 10:00 ～ 16：00 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課（内線 522）

大人の健康相談 第 3 木曜 9：00～15：30 保健センター（要予約） 保健センター☎ 258-1236

こころの健康相談 第 2 火曜 14：00～16：00 地域生活支援センター（要予約） 福祉課障がい者支援係
（内線 176 ～ 178）

高齢者相談
（介護・認知症相談）

①月～金曜
②月～土曜
③火～土曜

①8：30～17：15
②･③9：00～17：00

①地域包括支援センター
②みずほ苑
③はなまる

①地域包括支援センター（内線188･189）
②みずほ苑☎ 258-9488
③はなまる☎ 258-7067

リハビリ相談
(65 歳以上対象 ) 第 2 水曜 10：00～12：00 藤久保公民館 2 階図書室（要予約） 地域包括支援センター

（内線 188・189）
福祉・生活相談
生活なんでも相談 毎週月～金曜 8：30～17：15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 3 水曜 13：00～16：00 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）
マンション管理相談 第 3 月曜 13：30～16：30 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）

庁舎内 FAX 番号内訳表
フロア 内線番号 FAX 番号

1 階
120 ～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
上記以外の 100 番台 274-1051

2 階 242 ～ 256 274-1053
上記以外の 200 番台 274-1052

4 階 300 ～ 424 274-1054
上記以外の 400 番台 274-1055

5 階 500 番台 274-1056
6 階 600 番台 274-1057

12 月の土曜開庁は1日です

無料相談
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問住民課住民係 内 142 ～ 146

MIYOSHI 22MIYOSHI23

町と社会福祉協議会に、次の寄付が寄
せられました。ありがとうございまし
た。（敬称略）【愛の福祉基金】㈲ソリ
ッソ /14,000 円・匿名 /13,033 円・妙
林寺妙心祭実行委員会 17,930 円・田
崎良廣 /1,500 円・寺尾雅治 /1,500 円・

【物品】加藤眞 / 歩行器・ひとみ / アイ
マスク 30 枚【町への寄付】大林つや子
/1,000,000 円

寄付のお知らせ

工事名 完成予定 工事個所 距離

町道幹線 17 号線道路修
繕工事 平成 25 年 1 月 31 日

北永井第 2 区
藤久保第 5 区
藤久保第 6 区

440.0 ｍ

町道幹線 24 号線道路改
良工事 平成 25 年 2 月 28 日 竹間沢第 1 区 71.1 ｍ

防犯灯新設工事 平成 25 年 2 月 28 日 藤久保第4区 防犯灯
LED9 基

リサイクル

ゆずり
ます

①ひな人形 7 段飾り
②ひな人形 8 段飾り
③五月人形
④健康器具 ( 乗馬 )
⑤七五三３歳用着物セット
⑥電動自転車 26 インチ
⑦学習机
⑧健康器具 ( ボード漕ぎ )
⑨冷蔵庫 (1 人用 137ℓ )

ゆずっ
てくだ
さい

①ジュニアシート
②地デジアンテナ屋外用
③一輪車

問環境課環境対策係 内 216・217
kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

お知らせ③三芳町役場 ☎049(258)0019(代表）
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1お知らせ③

information

町では毎月第１土曜日を役場（本庁）の
住民・福祉・税務などの一部窓口と各出
張所を開庁していますので、ぜひご活用
ください。本庁、出張所ともに午前８時
30 分から正午まで開庁しています。

ふれあいセンター
利用方法のご案内25

問みよしふれあいセンター☎ 258-7211

26 人権尊重社会をめざす
県民運動

12 月 4 日～ 10 日は「人権尊重社会
をめざす県民運動強調週間」です。児
童・高齢者に対する虐待、女性に対す
る暴力、障がい者への偏見からの差別
など様々な人権問題が増加していま
す。また、インターネットを悪用した
人権侵害など新たな人権問題も発生し
ています。

「人権尊重社会をめざす県民運動」は、
「すべての県民がお互いの人権を尊重
しながら共に生きる社会」を実現する
ため、県・市町村はもちろん県民総ぐ
るみで取り組む運動です。
問総務課人権推進係　内 404・405

問住民課保険年金係　内 156

　年金を受ける権利は、本人が死亡する
と無くなりますので、年金を受けている
人が亡くなられたときは、「死亡届」の提
出が必要です。この届出が遅れると、年
金を多く受け取り過ぎて、後で返さなけ
ればならなくなることもありますので、ご

国民年金のお知らせ

年金受給者の死亡

注意ください。
　なお、亡くなられた人にまだ受け取っ
ていない年金があるときは、生計を同じく
していた遺族の人の請求によって、その
年金が支払われます。請求できる遺族の
範囲・順位は、年金を受けていた人の死
亡当時、その人と生計を同じくしていた
配偶者・子・父母・孫・祖父母・及び兄
弟姉妹です。

工業統計調査の実施27

工業統計調査は国の工業の実態を明ら
かにすることを目的とした統計法に基
づく報告義務がある重要な統計です。
調査時点は 12 月 31 日です。調査票
への回答をお願いします。
問財務課電算統計係　内 412・413

平成 25 年 4 月～ 9 月の利用の申請
を開始します。
【集会室】舞台付き 72 畳の和室、踊り、
歌（通信カラオケ）等が楽しめます。
送迎バス有。町内の概ね 60 歳以上の
人で構成される団体・サークル・同好
会・自治会等で、25 人以上。月・水・
木曜日の利用が可能です。
申請期間 12 月 3 日㈪～ 1 月 17 日㈭
申請方法 ふれあいセンターに申請
その他 申請多数の場合は抽選

申請方法 随時応相談

【和室】12 畳 2 間。4 人～ 20 人位で
親睦会利用できます。CD ディスクカ
ラオケも利用可。15 人以上利用の送
迎バス応相談。 


